
別紙４（業務に関するコスト分担表） 

 

 

区分 本会 受託者 

貸与備品以外の備品・消耗品 ※  ○ 

光熱水費（水道料金、電気料金等） ○  

通信費（通話料、FAX、インターネット） ○  

印刷製本費  ○ 

郵便料金（本会が承認を受けた後納郵便を

使用する場合） 
○  

人件費・交通費  ○ 

教育研修費  ○ 

業務システム端末 ○  

福祉フォロークラウド ○  

その他 双方協議の上決定 

 

※ 契約後、事情の変更により高額な備品の整備が必要となった場合は協議の

上決定する。 


